
 日時：令和２年１２月３１日（木） 午後３時～

 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

 出席：知事、副知事、統轄監
令和新時代創造本部、危機管理局、総務部
福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市保健所
※テレビ会議参加者（鳥取市深澤市長、倉吉市石田市長、境港市伊達市長）

 議題：

（１）症例報告について

（２）今後の対応について

（３）その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第５６回）
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１ 概要
性別：非公表
年代：20代
居住地：県外
職業：

２ 現在の症状 ：

３ 経過（発症日２日前の行動歴）

４ 検体採取日14日前までの国外、県外への移動歴 ：

５ 現在の陽性者の状況 :

６ 濃厚接触者等の調査状況 :
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県内における新型コロナウイルス感染症患者の確定について
（県112例目（鳥取市保健所管内50例目）・第2報）

【県112例目（鳥取市保健所管内50例目）】



県内における新型コロナウイルス感染症陽性者の確定について
（113～117例目・第2報：倉吉保健所管内 ）
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２
年代 性別 居住地 職業

経過
（発症日又は検体採取日から2日前まで）

国外、県外
への移動歴

検査件数
(うち陽性)
12/31正午時点

113例目 40代 男性 倉吉市

114例目 幼児 女児 倉吉市

115例目 幼児 男児 倉吉市

116例目 幼児 非公表倉吉市

117例目 幼児 非公表倉吉市

【県113～117例目】



県内における新型コロナウイルス感染症患者の確定について
（県118例目・第2報：米子保健所管内）

【県118例目】

●80～95、98～101、106～111例目陽性者関連の検査状況 （12月31日正午時点）

２
年代 性別 居住地 職業

経過
（発症日又は検体採取日から2日前まで）

国外、県外
への移動歴

検査件数
(うち陽性)
12/31正午時点

118例目 非公表 非公表
西部
地区



1．陽性者対応
感染症指定医療機関もしくは入院協力医療機関に入院

2．濃厚接触者等への対応
• 積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定

→ 最終接触日より２週間の健康観察
→ 外出自粛要請

• 接触者に対し、PCR検査を幅広く実施

• 感染源特定のため、発症前（無症状の方は検体採取日）２週間の行動歴を
調査し、関係する都道府県があった場合は情報提供を行う

３．陽性者が勤務する保育園への対応
• 鳥取県新型コロナウイルス対策専門家チームにより、 感染防止対策や消毒
について助言・指導を実施予定

• 他の保育園等についても、感染防止対策等の指導を徹底する。

４．その他
・医療施設、福祉施設従事者等について、ＰＣＲ検査を積極的に行うよう関係機
関に働きかける。また、新型コロナの陽性判定の方法について、医療機関と協
議し更なる向上を図る。

対応方針
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感
染
者
数
（
人
）

9/12

確認感染者数：8人
（西部地区クラスター）

12/29

確認感染者数：10人
一週間平均：4.43人

直近一週間の感染者数平均

感染者数の推移（確認日ごと）



医療提供体制

１．入院体制（１２月３１日 １４：００現在）

１施設（６６室）を開設済み

２．宿泊療養体制

確保病床（A） 入院者（C） C/A C/B現時点確保病床（B）

３１３床 ２０４床 （※） ５０人 １６% 24.5%

（※）現時点確保病床を臨時的に５２床追加確保中（１５２床⇒２０４床）

３．コロナ専用病床の前倒し確保

宿泊療養の対象者（※）で、入院加療後、主治医が宿泊療養可能と判断した
者について宿泊療養施設での療養を検討

（※）原則、次の①から④までのいずれにも該当しない者
①高齢者 ②基礎疾患がある者 ③免疫抑制状態である者 ④妊娠している者

４．宿泊療養施設への転院の検討

計画上、フェーズ２以降に病床を割り当てている医療機関に前倒しを要請
⇒現時点確保病床 ２０４床＋２０床規模



鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のための
クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

根拠条文（まん延防止のための措置）

第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従
業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合に
は、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染
症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を
停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第６条第２項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこ
れらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラ
スターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

対応状況

• 条例に基づき、施設側に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めたところ。
• 施設側は、施設を使用停止するとともに、検査対象者への連絡に協力している。

→ 積極的疫学調査により、職員２９人、園児７７人に対しPCR検査を実施し、６名の陽性を確認。
※12/30時点で全ての対象者に検査実施済み。

→ 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より２週間の健康観察、外出自粛を要請
• 施設は1/11 まで閉園する予定であるが、保育園は特定施設であり、県民が日常生活及び社会生活を営むに

当たって必要不可欠な施設にあたることから、施設側は、どうしても園児の預かりが必要な家庭を対象と
した限定的な受入れが1/4 から行えるよう、1/2 に専門家チームの派遣を受け入れ、感染拡大防止のための
措置をとることとしている。なお、1/4 からの受入れを担当する職員は、市の他施設の職員で対応するな
ど、感染拡大防止に万全を尽くすよう求める。

１．クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
６名（倉吉市立関金保育園 職員２人、園児４人）

２．患者対応
職員は感染症指定医療機関に入院中、園児は本日入院予定（12/31 正午現在）

３．クラスター対策条例に基づく対応状況



鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のための
クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

根拠条文（公表）

第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利
用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コ
ロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名
称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるク
ラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は
催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

対応状況

• 施設の管理者（倉吉市）は、自ら施設名を公表するとともに、全ての利用者（職員、園児）に速やかに連
絡し、12/30 に対象者全員の検査を実施済み。

根拠条文（必要な措置の勧告）

第8条第1項 知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の
規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使
用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及び
クラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

対応状況

• 施設は使用停止中。
• 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な実施を勧告する。



鳥取県版新型コロナ警報

地域 発令区分 備考

東部地区 注意報 12/21～

鳥取市 警報 12/30～

中部地区 注意報 12/29～

倉吉市 警報 12/31～

西部地区 注意報 12/25～

境港市 警報 12/28～

 鳥取市、境港市に加えて、倉吉市内の保育園でのクラスター発生により中部地区の確保病床使用
率が１５％を超えたことから、倉吉市に新型コロナ警報の「警報」を発令します。

 倉吉市、鳥取市及び境港市の皆様におかれましては、感染警戒レベルを引き上げ、少しでも体調が
悪ければ出歩かないことを心がけ、マスクの着用やこまめな手洗い、手指消毒を徹底し、特に「三つ
の密(密閉、密集、密接)」を避け、人と人との感染防止距離(概ね2m)を取るなど、感染予防に最大
限の注意を払っていただきますようお願いします。

 その他の市町村の皆様におかれましても、感染防止の取組みを今一度徹底し、落ち着いた新年を
迎えましょう。

 また、接触者として連絡を受けた場合は速やかに接触者等相談センターに連絡し、PCR検査を受け
ていただくようお願いします。
【東部】☎0857-22-5625 【中部】☎0858-23-3135 【西部】☎0859-31-0029

＜県民の皆様へのお願い＞

※クラスター発生などで特定の市町村内で感染拡大が特に懸念される場合、専門家の意見を伺った上で当該市町村に限定して
警報を発令し、警戒を呼びかけます。
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倉吉市の対応
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市町村・保育施設における感染対策の徹底
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～新型コロナが全国で猛威をふるっています～

ͮ ╬Ἷ  ͯ
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三密は感染の危険 クラスターにも直結
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感染はマスクで防げる 会食時もマスク会食で

͑ặ Ґṻ ҋѫ ҳ Ҵ҈

飲食は「新型コロナ対策認証事業所」、

「新型コロナウイルス感染予防対策協賛店」で

͑ѫ ң ◓ ңṻ ѭẨ

十分な換気、席ごとのアクリル板やアルコール

消毒液などの設置、共用物品のこまめな消毒も

R2.12.28~

R3.1.31



年始に向けたお願い

【特に注意いただきたいポイント】

◆札幌市、東京都、名古屋市、大阪市、岡山市、広島市をはじめ、｢感染流行警戒地域(˄)｣
や｢感染流行厳重警戒地域（˅）｣から帰省や旅行をお考えの方は、その計画の必要性につい
て、今一度、ご家族と相談いただき、慎重にご判断ください。
【感染流行厳重警戒地域（˅）】
栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、
福岡県、熊本県、沖縄県
【感染流行警戒地域（˄）】
北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、滋賀県、岡山県、高知県、長崎県 ＜R2.12.30現在＞

◆鳥取県から、これらの地域への帰省や旅行についても、ご家族と相談いただき、慎重

にご判断ください。

◆仕事や就職活動、受験、葬儀、看病・介護など必要があって帰省や旅行される場合でも、

年末年始の休暇を分散して取得するなど混雑する時期を避けていただくようお願いしま

す。

◆県外から帰省される場合には、出発前の１週間、可能であれば２週間は、大人数での

会食は控えるなど、基本的な感染症対策を徹底し、体調管理に努めてください。体調に

不安があるときは、帰省や旅行は控えていただくようお願いします。帰省中、自宅での感

染予防対策の徹底が難しければ、ホテルや旅館を利用することも有効です。
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◆帰省や旅行先では、体調管理に努めるとともに、
・初詣など、三密になりやすい大人数の集まりについては、混雑する日時を避ける
・同窓会をはじめ普段顔を合わせない人との会食は、今回は中止や延期を検討する
など、行動に十分注意し、感染防止対策を徹底した上で、慎重にお過ごしください。

◆県外の帰省先や旅行先から鳥取県に帰られた際には感染している可能性も意識して、ご家
族の間であってもマスク着用の励行、食事の際の会話を控えるなど特に慎重な行動をお願
いします。

◆歌を歌ったり、大声を出したり、換気が不十分な場所での飲食による感染が拡大しています。
飲食は感染予防対策を実施している認証事業所や協賛店を利用し、大騒ぎをすることを避
け、マスク会食に努めましょう。

◆会食は、普段から一緒にいる人との少人数で短時間で、できるだけマスクを着用するなど感
染予防をしっかりと取っていただきますようお願いします。

◆感染者の重症化率、死亡率はインフルエンザに比べ、はるかに高いこともわかってきていま

す。注意レベルを格段に上げていただきますようお願いします。

◆普段から一緒にいない人との会食などの後は、5日間程度、発熱がないかなど体調チェック
をお願いします。

◆倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など少しでも違和感を自覚した場合には出歩か
ず、正月も開設していますので、まず「受診相談センター」や 「接触者等相談センター」にご相
談ください。
【受診相談センター】
２４時間対応しています。

[東部] TEL0857-22-8111 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029
【接触者等相談センター】

[東部] TEL0857-22-5625 [中部] TEL0858-23-3135 [西部] TEL0859-31-0029
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Ṍ Ṍ

ḢḋḐᶍ╗ ᵪᶩ

ᵪᶩᶍ
᷈ḵḒᶻᶹḳḁ ᶍ ᵫ ᵸᶪ ᴴ

ᵪᶩ
ᶍ ╪ᴲ

ᵪᶩ
ᶱ ᶊᴲ ᵣ ᶍ ᶊꞌᵷᶅ ᶱ ᶡᵶᵮ

ᶎⱫ ᵶᶝᵸG

この子の世話は
どうしよう・・・

 ᵫ╗ᴲ ᵣ ᵫ ᷈ḵḒᶻᶹḳḁᶊ ᵶᵾ
ᶊ ᵧᶅᴲḢḋḐᶍ ᵰ ᶱ ᵶᶅᵩᵮᶧᵥᶊᵩ ᵣᵶ
ᶝᵸᴳ

 ḢḋḐᶍ╗ ᵪᶩᶍ ᵫᶉᵮᶉᶂᶅᵬᶅᵣᶝᵸᴳ
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人権配慮に係る県民へのメッセージ

新型コロナウイルス感染症は、誰でもかかり得る病気
です。私たちが闘う相手は、新型コロナというウイルスで
あって人間ではありません。

誰でも不安な気持ちを持っていますが、不確かな情報
を基にした情報の拡散や、感染者等に対する誹謗中傷
など、不当な扱いはやめましょう。

皆が、感染者等やご家族など、新型コロナウイルス感
染症と闘う方々を応援し、私たち皆の温かい心でこのウ
イルスと正しく向き合う気運を醸成し、地域全体で感染
者等を温かく包み込むように支えましょう。
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県庁の対応
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